
（提出部数2部、委員会用19部）

 指摘事項集約

 再指摘事項集約

　指摘事項有り

　指摘事項無し

開発行為

是正指示

　指摘事項無し 再調査

（その他）

・標準協議期間は土日祝・回答期間を除いた期間です。なお、協議内容により前後いたします。

・都市計画法第32条に基づく協議・同意申請については、本協議と同時に行います。

（事業者用R7.4.1）

開発事業工事完了届出書

是正措置の実施

調　査　結　果　通　知 使　用　開　始

完　了　調　査

事  業  者

開発行為の計画事前相談・調整（関係法令等の確認）

指摘事項の終了（協議終了）

都 市 計 画 課

※必要に応じて
中間立入調査を

行う

　※着工前20日以内

　※完成後10日以内

群馬県、関連部局への事前確認

最 終 検 討 結 果 の 通 知 検討結果受理

開発事業工事届出書受理（工程等の確認）

計画協議書の作成・提出

計画協議書の受付（協議開始）

検 討 結 果(指摘事項) の 通 知

地域開発対策委員会へ照会

検 討 結 果(指摘事項) の 通 知

地域開発対策委員会へ照会

沼田市地域開発事業指導要綱に係る事前協議手続きフロー

指摘事項に対する回答・修正

指摘事項に対する回答・修正

※委員会用は登記事項証明書、施行
同意書等、権利書類は省いてもよい。
大判図面、資料はＡ３へ縮小。
必ず、受付後に作成すること。

地域開発対策委員会へ照会（2回目）

標
準

協
議
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日


